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表紙

証券コード：6099

第30回　定時株主総会
招集ご通知

株主総会にご出席されない場合

書面（郵送）又はインターネットにより議決権を行使
くださいますようお願い申し上げます。
議決権行使期限
2024年３月21日（木曜日）午後５時30分まで

開催日時
2024年３月22日（金曜日）午前10時
受付開始：午前９時

開催場所
長野県松本市深志１－３－21
アルピコプラザホテル３階「ミヤビエ」
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

議　　案
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を

除く。）５名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の

件
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招集ご通知

証券コード　6099
（発送日）2 0 2 4 年 ３ 月 6 日

株　主　各　位 （電子提供措置の開始日）2024年２月29日
長 野 県 松 本 市 出 川 町 1 5 番 1 2 号
株 式 会 社　 エ 　ラ 　ン
代表取締役社長 峯 崎 友 宏

当社ウェブサイト https://www.kkelan.com/ir/

株主総会資料
掲載ウェブサイト https://d.sokai.jp/6099/teiji/

東京証券取引所ウェブサイト
（東証上場会社情報サービス） https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第30回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第30回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げま
す。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子
提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウ
ェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「株主向け情報」の「株主総会」をご選択いただき、ご確認ください。）

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「エラン」又は「コード」に当社証券コード「6099」を入
力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確
認ください。）

　なお、当日のご出席に代えて、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お
手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げま
す。

－ 1 －



2024/02/22 16:45:33 / 23062124_株式会社エラン_招集通知_電子提供措置用

招集ご通知

■１ 日　　時 2024年３月22日（金曜日）　午前10時
■２ 場　　所 長野県松本市深志１－３－21

アルピコプラザホテル３階「ミヤビエ」
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

■３ 目的事項 報告事項 １. 第30期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）事業報告、
連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監
査結果報告の件

２. 第30期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）計算書類報
告の件

決議事項 第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

［書面による議決権行使の場合］
　本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年３
月21日（木曜日）午後５時30分までに到着するようにご返送ください。

［インターネットによる議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）にアクセスしていただき、画
面の案内に従って、2024年３月21日（木曜日）午後５時30分までに議案に対する賛否をご入力くださ
い。
　インターネットによる議決権行使に際しましては、５頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」
をご確認くださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

以　上

－ 2 －
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招集ご通知

事 業 説 明 会
開 催 の ご 案 内

定時株主総会の終了後、当社の事業内容についてのご理解を深めていただくことを
目的とした「事業説明会」を予定しております。

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い
申し上げます。

◎ 議決権行使書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる
議決権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。

◎ インターネットにより、複数回にわたり議決権を行使された場合には、最後に行使されたものを有効な
議決権行使として取り扱わせていただきます。

◎ 議決権行使書面において、各議案に対する賛否の意思表示がない場合は、賛成の意思表示があったもの
として取り扱わせていただきます。

◎ 代理人が株主総会に出席される場合、定款第17条の規定に基づき、代理人は議決権を有する他の株主
様１名とさせていただきます。なお、その際は、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますの
で、ご了承ください。

◎ 当日のお土産の配布につきましては、行っておりません。
株主の皆様にはご理解賜りたくお願い申し上げます。

◎ カメラやスマートフォン、携帯電話などによる会場内の撮影や録音は、ご遠慮ください。
◎ 会社法改正により、電子提供措置事項について上記の各ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認いただ

くことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りすることとな
りましたが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記
載した書面をお送りいたします。

　　なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づ
き、お送りする書面には記載しておりません。

　　① 事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」
② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計
監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、
修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

－ 3 －
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議決権行使について

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し
上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付に
ご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対す
る賛否をご表示のうえ、ご返送くださ
い。

次ページの案内に従って、議案の賛否
をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2024年３月22日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

2024年３月21日（木曜日）
午後５時30分到着分まで

2024年３月21日（木曜日）
午後５時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印
第２・３号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個 1.　

2.

3.

4.　

株式会社エラン

（
切
取
線
）

株式会社エラン

株式会社エラン

××××年　×月××日

※議決権行使書はイメージです。
書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたしま
す。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

－ 4 －
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議決権行使について

インターネットによる議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

株式会社エラン

株式会社エラン

××××年　×月××日

株式会社エラン

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。3
「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合せ 機関投資家の皆様へ

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　年末年始を除く９：00～21：00）

機関投資家の皆様に関しましては、本株主総会につき、株式
会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」か
ら電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能
です。

－ 5 －
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剰余金処分の件

株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件

　当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つと考え、安定配当の維持を基本としなが
ら今後の事業展開等を総合的に勘案して、以下のとおり当期の期末配当をいたしたいと存じます。
　　期末配当に関する事項
①　配当財産の種類
金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金13円
総額787,787,065円

③　剰余金の配当が効力を生じる日
2024年３月25日

－ 6 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

候補者番号 氏名 当社における地位 取締役会出席率 候補者属性

1 さくら

櫻
 

　
い

井
 

　
ひ で

英
 

　
は る

治 代表取締役会長 100％ 再 任
　

2 み ね

峯
 

　
ざ き

崎
 

　
と も

友
 

　
ひ ろ

宏 代表取締役社長 100％ 再 任
　

3 あ き

秋
 

　
や ま

山
 

　
だ い

大
 

　
き

樹 取締役 100% 再 任
　

４ い し

石
 

　
づ か

塚
 

　
 

　
 

　
あきら

明 取締役 100％ 再 任
　

５ え

江
 

　
も り

守
 

　
な お

直
 

　
み

美 取締役 94％ 再 任 社 外 独 立
　

再 任 再任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 証券取引所の定めに基づく独立役員

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（６名）は、本総会終結
の時をもって任期満了となります。

つきましては、１名減員し、社外取締役1名を含む取締役5名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断

しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 7 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

候補者番号 1
さ く ら

櫻
 

 
い

井
 

 
ひ で

英
 

 
は る

治
再　任

生年月日
1970年３月28日生
所有する当社の株式数
12,000,000株
取締役会出席状況
18/18回（100％）　

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
    1988年    4 月 株式会社ホンダクリオ相模原（現 株式会社ホンダカーズ神奈川西）入

社
    1990年    1 月 日本コロンビアDCS販売株式会社入社
    1991年    2 月 有限会社嘉豊（現 株式会社ぴーぷる）入社
    1995年    2 月 当社設立 代表取締役就任
    2008年    11月 株式会社エルタスク代表取締役就任
    2016年    10月 当社代表取締役社長営業本部長
    2017年    2 月 株式会社エルタスク代表取締役会長就任
    2018年    1 月 当社代表取締役社長
    2020年    3 月 当社代表執行役員
    2021年    4 月 株式会社琉球エラン代表取締役社長就任（現任）
    2022年    3 月 当社代表取締役会長就任 会長執行役員CEO（現任）

取締役候補者とした理由
櫻井英治氏は、当社創業以来、創業者として、強力なリーダーシップと実行力によ
り、入院セットを組織的にビジネス展開し、当社を同ビジネスのパイオニアたる地
位にまでけん引してまいりました。引き続き事業推進の要として当社経営を担うこ
とが当社の企業価値向上に資すると判断し、取締役候補者といたしました。

　

－ 8 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

候補者番号 2
み ね

峯
 

 
ざ き

崎
 

 
と も

友
 

 
ひ ろ

宏
再　任

生年月日
1972年９月７日生
所有する当社の株式数
400,000株
取締役会出席状況
18/18回（100％）　

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
    1997年    4 月 中島雄三税理士事務所入所
    1999年    12月 有限会社アイ・エス・オー入社
    2003年    8 月 当社入社
    2009年    1 月 当社営業部長
    2011年    7 月 当社取締役就任 営業部長
    2012年    10月 当社取締役東日本エリア営業部長
    2014年    3 月 当社取締役（営業管掌）
    2016年    2 月 当社取締役営業部長
    2016年    10月 当社取締役営業副本部長
    2017年    2 月 株式会社エルタスク取締役就任
    2018年    1 月 当社取締役業務本部長
    2018年    9 月 株式会社エランサービス取締役就任
    2019年    1 月 当社取締役営業副本部長
    2020年    1 月 当社取締役営業本部長
    2020年    3 月 当社執行役員
    2021年    1 月 当社取締役 営業管掌
    2021年    3 月 当社常務取締役運営管理本部長 兼 当社常務執行役員
    2022年    3 月 当社代表取締役社長就任 社長執行役員COO 運営管理本部長
    2022年    4 月 当社代表取締役社長 社長執行役員COO（現任）

取締役候補者とした理由
峯崎友宏氏は、入社以来、介護医療関連事業の立ち上げ期からのメンバーとして、
一貫して営業活動により当社事業の発展に貢献してまいりました。2018年には業
務本部を管掌し、個人請求業務を行う組織のマネジメントを経験したうえで、
2019年に営業本部に戻り、2020年からは営業本部長として当社の業績向上に多大
な貢献をしました。2021年3月からは、運営管理本部を管掌し、常務取締役に就任
するとともに、2022年3月から代表取締役社長に就任し、当社ビジネスの発展に貢
献しております。引き続きこれらの経験、実績を活かして当社経営を担えるものと
判断し、取締役候補者といたしました。

　

－ 9 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

候補者番号 3
あ き

秋
 

 
や ま

山
 

 
だ い

大
 

 
き

樹
再　任

生年月日
1978年９月17日生
所有する当社の株式数
40,000株
取締役会出席状況
18/18回（100％）　

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
    2003年    11月 税理士法人山田＆パートナーズ入所
    2012年    3 月 当社入社
    2017年    2 月 株式会社エルタスク取締役就任
    2017年    4 月 当社管理本部経営管理部長
    2019年    1 月 当社管理本部長兼経営管理部長

株式会社エルタスク監査役就任
    2019年    3 月 当社取締役就任 管理本部長兼経営管理部長
    2020年    1 月 当社取締役管理本部長
    2020年    3 月 当社執行役員
    2020年    3 月 株式会社エランサービス取締役就任
    2022年    3 月 当社取締役執行役員CFO 管理本部長（現任）

取締役候補者とした理由
秋山大樹氏は、公認会計士としての経理財務分野に関する高い識見に加えて、当社
管理本部長として、事業規模拡大を続ける当社の経営管理業務に貢献してまいりま
した。2017年２月に株式会社エルタスクの取締役に就任し、2019年３月には当社
取締役に就任し、経営に関する経験値を積み重ねております。引き続きこれらの経
験、実績を活かして当社経営を担えるものと判断し、取締役候補者といたしまし
た。

　

－ 10 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

候補者番号 4
い し

石
 

 
づ か

塚
 

 
 

　
 

 
あ き ら

明
再　任

生年月日
1970年８月８日生
所有する当社の株式数
1,873株
取締役会出席状況
18/18回（100％）　

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
    2005年    8 月 メディカル・ケア・サービス株式会社取締役就任
    2010年    3 月 同社常務取締役就任
    2016年    3 月 三光ソフラン株式会社常務取締役就任
    2016年    10月 株式会社リアルワールド（現 株式会社デジタルプラス)執行役員就任
    2017年    4 月 同社執行役員CFO
    2017年    12月 同社取締役CFO
    2019年    4 月 当社入社
    2019年    7 月 当社総務人事本部長 兼 人事部長
    2020年    1 月 当社経営戦略本部長 兼 経営企画部長
    2020年    3 月 当社執行役員就任
    2021年    12月 クラシコ株式会社社外取締役就任（現任）
    2022年    3 月 当社取締役就任 執行役員CSO 経営戦略本部長（現任）
    2023年    1 月 株式会社エランクルール代表取締役社長就任（現任）

取締役候補者とした理由
石塚明氏は、複数の業界におけるマネジメント経験と幅広い知見を有しているとと
もに、当社入社以来、人事企画、経営企画などの経営戦略業務を担当し、多くの経
営課題に取り組んでおります。2020年には執行役員及び経営戦略本部長に就任
し、2022年3月からは取締役経営戦略本部長に就任しております。これらの経験、
実績を活かして当社経営を担えるものと判断し、取締役候補者といたしました。

　

－ 11 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

候補者番号 5
え

江
 

 
も り

守
 

 
な お

直
 

 
み

美
再 任 社 外 独 立

生年月日
1959年２月21日生
所有する当社の株式数
－株
取締役会出席状況
17/18回（94％）　

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
    1980年    4 月 京都第一赤十字病院 入職
    1983年    4 月 福井医科大学医学部附属病院 入職

富山医科薬科大学医学部附属病院 出向
    1989年    4 月 福井医科大学医学部附属病院 副看護婦長
    1991年    4 月 同院 看護婦長
    2013年    4 月 福井大学医学部附属病院 副看護部長
    2015年    4 月 同院 看護部長・副病院長
    2019年    6 月 公益社団法人日本看護協会 地区理事（現任）

公益社団法人福井県看護協会 会長（現任）
    2020年    3 月 当社社外取締役就任(現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
江守直美氏は、長年にわたり大型急性期病院の看護業務に従事され、看護実践、看
護管理、看護教育、研究活動、学会・社会活動に幅広く活躍されております。同氏
は、当社社外取締役となること以外の方法で会社経営に直接関与した経験はありま
せんが、看護や医療に関する幅広い見識と経験を有しており、その経歴と経験を活
かし、看護や医療の観点からの助言指導等により、引き続き、当社の事業拡大に貢
献していただけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。

　
（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２. 江守直美氏は、社外取締役候補者であります。
３. 江守直美氏の社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって4年となります。
４. 当社は、江守直美氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を

限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定め
る額としており、選任が承認された場合、当社は、同氏との間の当該契約を継続する予定であります。

５. 当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当
該保険契約の内容の概要は、事業報告に記載のとおりであります。なお、各候補者が取締役に選任された場
合には、当該保険契約の被保険者となる予定です。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容で
の更新を予定しております。

６. 当社は、江守直美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

－ 12 －
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監査等委員である取締役３名選任の件

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

候補者番号 氏名 当社における地位 取締役会出席率 監査等委員会出席率 候補者属性

1 え

江
 

　
や ま

山
 

　
 

　
 

　
ひろし

弘 取締役
（常勤監査等委員） 100％ 100％ 再 任

　

2 た か

髙
 

　
ぎ

木
 

　
の ぶ

伸
 

　
ゆ き

行 取締役
（監査等委員） 100％ 100％ 再 任 社 外 独 立

　

3 あ い

愛
 

　
か わ

川
 

　
な お

直
 

　
ひ で

秀 取締役
（監査等委員） 100% 100％ 再 任 社 外 独 立

　

再 任 再任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 証券取引所の定めに基づく独立役員

監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして
は、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 13 －
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監査等委員である取締役３名選任の件

候補者番号 1
え

江
 

 
や ま

山
 

 
 

　
 

 
ひ ろ し

弘
再　任

生年月日
1970年２月２日生
所有する当社の株式数
2,000株
取締役会出席状況
18/18回（100％）
監査等委員会出席状況
12/12回（100％）　

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
    2007年    11月 当社入社
    2012年    4 月 株式会社総合会計入社
    2014年    11月 税理士法人総合会計入所
    2016年    10月 当社入社
    2018年    1 月 当社内部監査室室長
    2019年    1 月 当社専務取締役付次長
    2019年    3 月 株式会社エルタスク監査役就任

株式会社エランサービス監査役就任（現任）
    2019年    3 月 当社常勤監査役就任
    2020年    3 月 当社取締役就任（監査等委員・常勤）（現任）
    2021年    4 月 株式会社琉球エラン監査役就任（現任）
    2023年    1 月 株式会社エランクルール監査役就任（現任）
    2023年    10月 株式会社エラン・ロジスティクス監査役就任（現任）

取締役候補者とした理由
江山弘氏は、当社の上場以前から経理部門の基盤構築に尽力した経験を有し、加え
て、内部監査業務を通じて当社の事業内容及び管理体制等に精通しております。ま
た、税務・会計関連の専門的な知見を基礎に、当社内部監査部門の責任者として当
社の監査体制の充実・強化に貢献してまいりました。これらの知識と経験に基づい
て、2019年３月に当社の常勤監査役に就任した後、2020年３月に監査等委員であ
る取締役に就任しております。引き続きこれらの知識、経験を活かして当社の業務
執行を監督する職務を適切に遂行していただけると判断したため、監査等委員であ
る取締役の候補者といたしました。
　

－ 14 －
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監査等委員である取締役３名選任の件

候補者番号 2
た か

髙
 

 
ぎ

木
 

 
の ぶ

伸
 

 
ゆ き

行
再 任 社 外 独 立

生年月日
1953年２月25日生
所有する当社の株式数
－株
取締役会出席状況
18/18回（100％）
監査等委員会出席状況
12/12回（100％）　

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
    1977年    4 月 野村證券株式会社入社
    1997年    6 月 同社金融研究所企業調査部長
    1998年    12月 同社引受審査部長
    2004年    7 月 同社金融経済研究所企業調査部長
    2007年    7 月 同社金融経済研究所長兼投資調査部長
    2009年    2 月 同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター
    2009年    3 月 国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授
    2009年    4 月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師
    2013年    3 月 当社社外監査役就任
    2013年    6 月 名糖運輸株式会社社外監査役就任
    2015年    10月 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス社外監査役就任
    2016年    2 月 株式会社ラクト・ジャパン社外取締役就任
    2017年    5 月 株式会社ロッテ非常勤顧問
    2019年    3 月 中野冷機株式会社社外取締役就任（現任）
    2019年    6 月 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス社外取締役就任（監査等委員）

（現任）
    2020年    3 月 当社社外取締役就任（監査等委員）（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
髙木伸行氏は、証券会社出身であり、幅広い資本市場に関する見識を有しており、
その経歴と経験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であり、当社社外取締
役（監査等委員）として、当社の監査体制の充実・強化に貢献しております。同氏
は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、
今後も引き続き、資本市場に関する幅広い見識、経験を活かして、社外の立場から
当社の業務執行を監督する職務を適切に遂行していただけると判断したため、監査
等委員である取締役の候補者といたしました。
　

－ 15 －
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監査等委員である取締役３名選任の件

候補者番号 3
あ い

愛
 

 
か わ

川
 

 
な お

直
 

 
ひ で

秀
再 任 社 外 独 立

生年月日
1977年９月17日生
所有する当社の株式数
－株
取締役会出席状況
18/18回（100％）
監査等委員会出席状況
12/12回（100％）　

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
    2004年    10月 三浦法律事務所入所
    2007年    9 月 愛川法律事務所開設

同事務所所長（現任）
    2007年    10月 国立大学法人信州大学教育学部非常勤講師
    2011年    4 月 国立大学法人信州大学大学院法曹法務研究科特任准教授
    2014年    3 月 当社社外監査役就任
    2020年    3 月 当社社外取締役就任（監査等委員）（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
愛川直秀氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、その経歴と経
験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であり、当社社外取締役（監査等委
員）として、当社の監査体制の充実・強化に貢献しております。同氏は、社外役員
となること以外の方法で会社経営に直接関与した経験はありませんが、今後も引き
続き、弁護士としての幅広い見識、経験を活かして、社外の立場から当社の業務執
行を監督する職務を適切に遂行していただけると判断したため、監査等委員である
取締役の候補者といたしました。
　

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 髙木伸行氏及び愛川直秀氏は、社外取締役候補者であります。
３. 髙木伸行氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。愛川直秀氏の社外
取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。

４. 当社は、江山弘氏、髙木伸行氏及び愛川直秀氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
同法第425条第１項に定める額としており、各氏の選任が承認された場合、当社は、各氏との間の当該契約
を継続する予定であります。

５．当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者
が役員としての業務につき行った行為に起因して、当該保険期間中に株主や投資家、従業員またはその他第
三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が損害賠償金・争訟費用を負担することによっ
て被る損害を当該保険契約により塡補することとしております。当該保険契約の被保険者は当社及び子会社
の全ての取締役（監査等委員である取締役を含む。）及び監査役並びに執行役員であり、その保険料を全額
当社が負担しております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険
者の背任行為、犯罪行為、詐欺的な行為または法令に違反することを認識しながら行った行為等に基づく被
保険者自身の損害は、塡補の対象としないこととしております。なお、各候補者が取締役に選任された場合
には、当該保険契約の被保険者となる予定です。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での
更新を予定しております。

６. 当社は、髙木伸行氏及び愛川直秀氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。各
氏が選任された場合、当社は、引き続き各氏を独立役員とする予定であります。

以　上
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＜ご参考＞取締役のスキルマトリックス

氏名 当社における地位
特に期待する分野

経営全般 業界知識 マーケティング
・営業

法務・リスク
マネジメント

財務会計
・金融

国際
ビジネス

櫻　井　英　治 代表取締役会長 ● ● ● ●
峯　崎　友　宏 代表取締役社長 ● ● ●
秋　山　大　樹 取締役 ● ●
石　塚　　　明 取締役 ● ● ●
江　守　直　美 社外取締役 ●

江　山　　　弘 取締役
（常勤監査等委員） ● ●

髙　木　伸　行 社外取締役
（監査等委員） ● ●

愛　川　直　秀 社外取締役
（監査等委員） ●

経営全般 経営戦略の策定に必要な知見や経験を豊富に有し、適切な助言ができる者

業界知識 医療・介護業界の情報に精通し、適切な助言ができる者

マーケティング・営業 営業・マーケティングに関する知見・経験を有する者

法務・リスクマネジメント 法務・リスクの知見・経験を有する者、もしくは弁護士資格を有する者

財務会計・金融 金融財務・会計の知見・経験を有する者、または金融機関での業務経験を有する
者、もしくは公認会計士・税理士資格を有する者

国際ビジネス 海外での経営経験を有する者、もしくはグローバル経営に関する知見・経験を有
する者

＜ご参考＞取締役のスキルマトリックス(第２号議案及び第３号議案が承認可決された場合)

※各取締役の専門性、経験とは別に、取締役全員がサステナビリティの視点をもって経営に取り組んでいます。

スキル項目の条件
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当事業年度の事業の状況

事業報告 (2023年１月１日から2023年12月31日まで)

１ 企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に伴う各種行動制限が解除さ
れ、経済・社会活動が正常化に向けて回復基調で進んだことで景気の緩やかな回復が見られました。
その一方で、長期化するウクライナ情勢をはじめとする不安定な世界情勢や円安の進行による、資
源・エネルギー価格の高騰を起因とする物価上昇などもあり、依然として、先行き景気の先行き不安
感が継続しております。
　当社グループが属する医療・介護業界につきましては、2024年１月１日現在、65歳以上人口が
3,620万人、総人口の29.2％（総務省統計局人口推計－2024年１月報－）を占めるなど高齢化が確
実に進行しており、当社グループに係るサービスの市場規模はますます拡大するものと思われます。
　こうした環境の中、当社グループは、介護医療関連事業の主力サービスである「ＣＳ（ケア・サポ
ート）セット」をより普及・拡大させるために、当連結会計年度に営業を開始した釧路営業所（北海
道釧路市）を含めた全国28ヶ所の本支店及び営業所から、営業活動を施設（病院及び介護老人保健
施設等）に対して展開してまいりました。
　これにより、当社グループにおける当連結会計年度の新規契約の施設数は340施設、契約終了施設
数は80施設となり、当連結会計年度末のＣＳセット導入数は、前連結会計年度末より260施設増加
し2,320施設となりました。
　この結果、当連結会計年度の売上高は41,425,501千円（前期比14.2％増）、営業利益は
3,665,409千円（同8.1％増）、経常利益は3,681,575千円（同7.9％増）、親会社株主に帰属する
当期純利益は2,518,738千円（同20.9％増）となりました。
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当事業年度の事業の状況

売 上 高

414億25百万円

前期比

14.2％増
　

経常利益

36億81百万円

前期比

7.9％増
　

営業利益

36億65百万円

前期比

8.1％増
　

親会社株主に帰属する
当期純利益

25億18百万円

前期比

20.9％増
　

②　設備投資の状況
　当連結会計年度中に実施しました当社グループの設備投資の総額は、83,476千円であります。
　その主なものは、システム開発投資41,776千円、車両購入費用9,021千円、ソフトウエア導入費
8,013千円、盛岡支店移転に伴う内装工事費用等6,776千円、新潟支店移転に伴う内装工事費用等
6,341千円、釧路営業所開設に伴う内装工事費用等3,959千円、松本支店空調電力工事1,970千円、
パーソナルコンピューター2,816千円、HOTLINE TVサービス開始に必要となるテレビ及びカメラ
1,200千円であります。

③　資金調達の状況
　特記すべき事項はありません。
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財産及び損益の状況の推移

36,264
26,056

31,635

第 29 期
（2022年12月期）

第 28 期
（2021年12月期）

第 27 期
（2020年12月期）

41,425

第 30 期
（2023年12月期）

（単位：百万円）売上高

3,411

2,148
2,818

第 29 期
（2022年12月期）

第 28 期
（2021年12月期）

第 27 期
（2020年12月期）

3,681

第 30 期
（2023年12月期）

（単位：百万円）経常利益

2,082

1,446
1,905

第 29 期
（2022年12月期）

第 28 期
（2021年12月期）

第 27 期
（2020年12月期）

2,518

第 30 期
（2023年12月期）

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

34.45

23.87
31.49

第 29 期
（2022年12月期）

第 28 期
（2021年12月期）

第 27 期
（2020年12月期）

41.66

第 30 期
（2023年12月期）

（単位：円）1 株当たり当期純利益

16,072
11,689

13,947

第 29 期
（2022年12月期）

第 28 期
（2021年12月期）

第 27 期
（2020年12月期）

6,184 7,483 8,989

18,993

第 30 期
（2023年12月期）

10,814

（単位：百万円）総資産 /純資産
■総資産　■純資産

148.69

102.05
123.78

第 29 期
（2022年12月期）

第 28 期
（2021年12月期）

第 27 期
（2020年12月期）

178.86

第 30 期
（2023年12月期）

（単位：円）1 株当たり純資産額

第27期
（2020年12月期）

第28期
（2021年12月期）

第29期
（2022年12月期）

第30期
［当連結会計年度］
（2023年12月期）

売 上 高 (百万円) 26,056 31,635 36,264 41,425
経 常 利 益 (百万円) 2,148 2,818 3,411 3,681
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 1,446 1,905 2,082 2,518
１株当たり当期純利益 (円) 23.87 31.49 34.45 41.66
総 資 産 (百万円) 11,689 13,947 16,072 18,993
純 資 産 (百万円) 6,184 7,483 8,989 10,814
１株当たり純資産額 (円) 102.05 123.78 148.69 178.86

⑵　財産及び損益の状況の推移
①　企業集団の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益は、期中平均株式数により算出しております。
２. １株当たり純資産額は、期末発行済株式数から期末自己株式数を控除した株式数により算出しております。
３. 2021年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第27期の期首に当該株
式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。

４．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり当期純利益の算
定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
また、株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり純資産額
の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。
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財産及び損益の状況の推移

36,203
26,055

31,608

第 29 期
（2022年12月期）

第 28 期
（2021年12月期）

第 27 期
（2020年12月期）

41,341

第 30 期
（2023年12月期）

（単位：百万円）売上高
3,229

1,987
2,588

第 29 期
（2022年12月期）

第 28 期
（2021年12月期）

第 27 期
（2020年12月期）

3,409

第 30 期
（2023年12月期）

（単位：百万円）経常利益

2,001
1,641 1,767

第 29 期
（2022年12月期）

第 28 期
（2021年12月期）

第 27 期
（2020年12月期）

2,361

第 30 期
（2023年12月期）

（単位：百万円）当期純利益

33.10
27.09 29.20

第 29 期
（2022年12月期）

第 28 期
（2021年12月期）

第 27 期
（2020年12月期）

39.07

第 30 期
（2023年12月期）

（単位：円）1 株当たり当期純利益

15,716
11,622

13,618

第 29 期
（2022年12月期）

第 28 期
（2021年12月期）

第 27 期
（2020年12月期）

6,057 7,218 8,642

18,477

第 30 期
（2023年12月期）

10,310

（単位：百万円）総資産 /純資産
■総資産　■純資産

142.95

99.96
119.39

第 29 期
（2022年12月期）

第 28 期
（2021年12月期）

第 27 期
（2020年12月期）

170.54

第 30 期
（2023年12月期）

（単位：円）1 株当たり純資産額

第27期
（2020年12月期）

第28期
（2021年12月期）

第29期
（2022年12月期）

第30期
［当事業年度］

（2023年12月期）
売 上 高 (百万円) 26,055 31,608 36,203 41,341
経 常 利 益 (百万円) 1,987 2,588 3,229 3,409
当 期 純 利 益 (百万円) 1,641 1,767 2,001 2,361
１株当たり当期純利益 (円) 27.09 29.20 33.10 39.07
総 資 産 (百万円) 11,622 13,618 15,716 18,477
純 資 産 (百万円) 6,057 7,218 8,642 10,310
１株当たり純資産額 (円) 99.96 119.39 142.95 170.54

②　当社の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益は、期中平均株式数により算出しております。
２. １株当たり純資産額は、期末発行済株式数から期末自己株式数を控除した株式数により算出しております。
３. 2020年１月１日付で当社を吸収合併存続会社、株式会社エルタスクを吸収合併消滅会社とする吸収合併を
行っております。

４. 2021年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第27期の期首に当該株
式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。

５．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり当期純利益の算
定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
また、株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり純資産額
の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。
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重要な親会社および子会社の状況

会社名 資本金 当社の
議決権比率 主な事業内容

株式会社エランサービス 10百万円 100.0％ 個人向け請求代行業務、カスタマーサポー
ト業務等

株式会社琉球エラン 45百万円 100.0％ CS（ケア・サポート）セット及びその周辺
サービスの提供

株式会社エランクルール 30百万円 100.0％ 当社グループ内の業務の受託及び関連サー
ビスの提供

株式会社エラン・ロジステ
ィクス 30百万円 100.0％ 配送業務、在庫管理業務等

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況
　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

（注）1. 2023年１月４日付で株式会社エランクルールを設立いたしました。
2. 2023年10月２日付で株式会社エラン・ロジスティクスを設立いたしました。

③　その他重要な企業結合等の状況
　該当事項はありません。
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対処すべき課題、主要な事業内容

⑷　対処すべき課題
当社グループの主力事業であるＣＳセットは、「衣類、タオル類の洗濯サービス付きレンタルと日常

生活用品の提供を組み合わせたサービス」であり、お客様の「困った」を解決し、「笑顔」を届けるサ
ービスです。

当社グループを取り巻く今後の経営環境につきましては、老齢人口の増大に伴い、医療・介護業界の
市場規模全体の伸び率が継続的に拡大する方向で推移することが予想されるものの、決して楽観できる
状況とは考えておりません。今後の行政施策の変更や法改正が当社グループ事業に多大な影響を及ぼす
可能性、また当社グループの業態に類似した新規参入業者の出現など外部環境の変化により、競争が激
化することも考えられます。
　当社グループといたしましては、そのような外部環境の変化の中にあっても、さらなる事業規模の拡
大を推進し、中長期的に企業価値を向上させるべく、第６次中期経営計画において、以下の点に注力し
ていくこととしております。

①全国的な営業網整備と事業継続対応
　当社グループは、2023年11月に釧路営業所を開設いたしました。釧路営業所の開設により、北
海道道東エリアにおいて、地域に密着したより細やかで迅速なサービスを提供することができるよ
うになりました。
　当社グループは、過年度からの計画的な拠点開設及び大規模支店の二分割化の結果、2023年12
月末時点で全国28ヶ所の本支店網となり、これらの本支店から全国の病院及び介護老人保健施設等
に対して、ＣＳセットの営業活動を進めております。今後も新たな支店又は営業所を開設し、営業
拠点から施設までの距離を短縮し、迅速かつ細やかなサービスを提供するための体制を整備してま
いります。
　さらに、世界規模で進行する気候変動の影響により、台風や豪雨、豪雪による災害が増えること
が予想されます。我が国では、火山列島特有の大規模地震災害のリスクも懸念されます。また、新
しい感染症の流行にも備える必要があります。これらの災害リスクやパンデミックによる社会経済
活動の事業停滞リスクは、当社グループにとっても重要な事業リスクであります。当社グループ
は、平時の段階から、情報システム強化、バックオフィス業務の地域分散化及び早期復旧体制の構
築等を進めております。また、当社は、自社物流機能の強化及び在庫の備蓄の充実を図るために、
2023年10月に物流子会社である株式会社エラン・ロジスティクスを設立しました。
　事業リスクが顕在化しても安定的に事業継続を図ることができるよう、今後も、グループ一体と
なって体制を整備してまいります。
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対処すべき課題、主要な事業内容

②物価高騰に伴う価格転嫁及びシステム化の促進による収益性の改善
　ＣＳセットは、サービス提供を行う施設ごとに各種の仕様決定を行うオーダーメイドタイプのサ
ービスです。そして、ＣＳセットに対するニーズの多様化に伴い、施設に常駐の受付スタッフを配
置することや、日常生活用品の納品業務を外部委託すること等が求められるようになりました。こ
のようなニーズの多様化に伴うコストの増加並びに近年の人件費の上昇及び物価高騰に伴う仕入価
格の上昇により、売上原価率が押し上げられる傾向にあります。さらに、ＣＳセット利用者数の増
大に伴うバックオフィス業務量の増加及び近年の人件費の上昇により、売上高販管費率が押し上げ
られる傾向にあります。
　このような状況下において、当社グループの中長期的な企業価値の向上のためには、当社オリジ
ナル患者衣「lifte」や環境に配慮した日用生活用品を提供する等、当社サービスの付加価値を高め
ながら利用者価格への適正な価格転嫁を推進すること及びシステム化の促進による生産性向上を図
ることが必要不可欠であると認識しております。利用者価格への適正な価格転嫁を実施するため
に、利用者、契約者及び施設関係者に対する丁寧な説明を継続し、利用者価格の値上げに対する理
解醸成に努めてまいります。また、システム化の促進を継続し、各種オペレーションの生産性を向
上させるとともに、医療機関のデジタル化を促進する電子カルテ事業を本格展開していくなど、情
報技術を活用した新たなビジネス展開の可能性を探ってまいります。

③顧客満足度の向上
　当社グループのお客様は、病院の入院患者や介護老人保健施設等の入所者である個人です。この
ため、当社グループとしては、当該個人の顧客満足度を高めることが重要な課題であると認識して
おります。
　例えば、当社グループでは、定期的にお客様アンケートを実施し、顧客満足度を調査するととも
に、顧客満足度を高めるために、顧客対応業務を行っている株式会社エランサービスにおいて、ク
レジットカード決済等の支払方法の多様化や外国人からの問い合わせに対応した電話対応の多言語
化等を実施しております。また、コンタクトセンターの営業時間を拡大するなど、顧客満足度の向
上に積極的に取り組んでおります。
　当社グループは、引き続き、お客様であるＣＳセット利用者の顧客満足度の向上に向けた取り組
みを推進してまいります。

④新事業開発
　当社グループの主力事業であるＣＳセットは、お客様の「困った」を解決し、「笑顔」を届ける
サービスであり、継続的に品質の向上に努めてまいりました。
　今後は、さらにお客様へ「笑顔」を届けるべく、当社のオリジナル患者衣「lifte」の普及拡大、
在宅セットやエランHOTLINE TVを使った新サービスの展開等、付加価値のさらなる向上を図りま
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対処すべき課題、主要な事業内容

す。また、お客様の生涯を通して必要なサービスを展開するプラットフォームの開発等、新たな事
業領域の創出にも注力いたします。

⑤海外展開
　当社グループは、これまで、インドのランドリーサービス企業などへの出資を通じて、海外展開
の可能性を検討してまいりました。そして、インドに次ぐ二ヵ国目の海外投資として、2024年1月
に大手病院向けランドリーサービス事業を行うベトナム企業の子会社化を決定しております。ベト
ナムは、今後も人口増加及び経済成長が見込まれるとともに、将来的には、平均寿命及び平均年齢
の上昇に伴う高齢化が見込まれております。さらに、ベトナムでは、医療機関数及び病床数の増加
に加え、医療関連サービスの需要がより一層高まることが予想されます。当社グループは、これら
の海外投資を通じて、グローバル展開に向けた取組みを強化し、海外においても当社の主力サービ
スである「ＣＳ セット」の普及拡大を目指してまいります。

⑥人材の育成とグローバル人材の登用
　当社グループは、従業員の成長なくして企業の成長はなく、当社グループが永続的に成長するた
めには、従業員の教育、育成による従業員の成長が必要不可欠な重要な課題であると認識しており
ます。先輩従業員から直接指導を受ける実践型の人材教育（ＯＪＴ）に加え、より短期間で優秀な
人材を育成すべく、新卒採用者への教育プログラムとしてのメンター制度の確立や中堅・幹部従業
員向けの各種研修を行っております。
　また、今後は、グローバルに活躍できる社員の育成及び登用が重要と考えております。グローバ
ル人材の積極採用を開始するとともに、計画的にグローバル人材の育成を行い、海外展開を担う次
世代リーダーへの登用、多様な人材が活躍できる組織づくりに注力してまいります。

⑦ＳＤＧｓ・ＥＳＧへの対応
　当社は、「私達は、お客様に満足していただける最高の商品とサービスを追求し、情熱を持った
行動を通じて、心豊かな生活環境の実現に貢献します。」との経営理念のもと、事業活動を通じて
社会に貢献することにより、持続可能な社会の実現を目指しております。サステナビリティへの取
り組みを重要な経営課題と位置づけ、事業を通じた「社会課題の解決」及び「企業と人の成長」の
両立を実現するため、2023年３月に「サステナビリティ委員会」を設置いたしました。同委員会
を中心にして、ＳＤＧｓ・ＥＳＧに係る諸施策を実施してまいります。
　環境面では、当社グループが提供するＣＳセットの普及拡大を通じて、ご家庭の電気や水の消費
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量を抑制するなどの環境負荷の低減に貢献します。また、ＣＳセットで提供される商品を環境に優
しい日用生活用品に切り替えるなど、環境配慮型の商品構成を検討します。さらに、ＴＣＦＤ（気
候関連財務情報開示タスクフォース）提言に賛同し、気候変動が当社に与える影響などに関して積
極的な情報開示に努めてまいります。
　社会面では、少子高齢化の進展や単身世帯の増加という社会課題に貢献するＣＳセットをさらに
普及拡大させるとともに、従業員の雇用拡大と成長促進、公的団体を通じた寄付などによる医療・
福祉への貢献、障がい者の積極的な採用と継続的な雇用維持、スポーツ・文化振興を通じた地域貢
献などに取り組みます。なお、当社は、障がい者雇用の促進と安定を図るため、2023年１月に株
式会社エランクルールを設立し、同社が2023 年８月に「障害者の雇用の促進等に関する法律」に
基づく「特例子会社」の認定を受けました。当該認定の取得後は、障がいのある方が多種多様な業
務において十分に能力を発揮して働くことができる雇用機会の創出を進めております。
　ガバナンス面では、当社グループの取締役会及び経営会議の実効性を高めるとともに、当社グル
ープが事業活動を通じて社会課題の解決に貢献し、環境・社会・経済の各側面から地域社会ととも
に持続的な発展を実現するサステナビリティ経営を推進してまいります。

事業区分 事業内容

介 護 医 療 関 連 事 業
病院に入院される方や、介護老人保健施設等に入所される方たちに対し
て、衣類・タオル類の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提供
を組み合わせたサービス「ＣＳ（ケア・サポート）セット」を展開して
おります。

⑸　主要な事業内容（2023年12月31日現在）
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主要な営業所、従業員の状況、主要な借入先の状況、その他企業の現況に関する重要な事項

名称 所在地
本 社 長野県松本市
松 本 村 井 事 業 所 長野県松本市
松 本 支 店 長野県松本市
東 京 支 店
東 京 オ フ ィ ス 東京都中央区
札 幌 支 店 北海道札幌市白石区
青 森 支 店 青森県青森市
秋 田 支 店 秋田県秋田市
盛 岡 支 店 岩手県盛岡市
仙 台 支 店 宮城県仙台市青葉区
千 葉 支 店 千葉県千葉市中央区
さ い た ま 支 店 埼玉県さいたま市大宮区
静 岡 支 店 静岡県静岡市葵区
相 模 原 支 店 神奈川県相模原市中央区
新 潟 支 店 新潟県新潟市中央区
金 沢 第 一 支 店
金 沢 第 二 支 店 石川県金沢市
名 古 屋 第 一 支 店
名 古 屋 第 二 支 店 愛知県名古屋市中区
大 阪 第 一 支 店
大 阪 第 二 支 店 大阪府吹田市
岡 山 支 店 岡山県岡山市北区
広 島 支 店 広島県広島市中区
高 松 支 店 香川県高松市
松 山 支 店 愛媛県松山市
福 岡 支 店 福岡県福岡市博多区
南 九 州 支 店 熊本県熊本市中央区
沖 縄 支 店 沖縄県那覇市
函 館 営 業 所 北海道函館市
釧 路 営 業 所 北海道釧路市
神 奈 川 物 流 セ ン タ ー 神奈川県相模原市緑区

⑹　主要な事業所（2023年12月31日現在）
① 当社

（注）釧路営業所は2023年11月１日に開設いたしました。
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主要な営業所、従業員の状況、主要な借入先の状況、その他企業の現況に関する重要な事項

株 式 会 社 エ ラ ン サ ー ビ ス

本社（長野県松本市）
松本村井事業所（長野県松本市）
盛岡支店（岩手県盛岡市）
相模原支店（神奈川県相模原市中央区）
広島支店（広島県広島市中区）

株 式 会 社 琉 球 エ ラ ン 本社（沖縄県那覇市）

株 式 会 社 エ ラ ン ク ル ー ル
本社（長野県松本市）
名古屋支店（愛知県名古屋市中区）

株式会社エラン・ロジスティクス 本社（神奈川県相模原市緑区）

② 子会社

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
291名（96名） 11名増（18名増） 33.4歳 6.0年

⑺　従業員の状況（2023年12月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況
　　378名（319名）（前期末比29名増（102名増））

（注）１. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー、契約社員を含む。）は、（　）内に当連結会
計年度の平均人員を外数で記載しております。

２. 当社グループは介護医療関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。
３．前連結会計年度に比べ従業員数及び臨時雇用者数（パートタイマー、契約社員を含む。）が増加した主な理

由は、業容拡大による新卒及び臨時雇用者採用による増員であります。

②　当社の従業員の状況

（注）１．従業員数は就業人員（当社から当社外への出向者を除き、当社外から当社への出向者を含む。）であり、臨
時雇用者数（パートタイマー、契約社員を含む。）は、（　）内に当事業年度の平均人員を外数で記載して
おります。

２．前事業年度に比べ従業員数及び臨時雇用者数（パートタイマー、契約社員を含む。）が増加した主な理由
は、業容拡大による新卒及び臨時雇用者採用による増員であります。

⑻　主要な借入先の状況（2023年12月31日現在）
　　該当事項はありません。

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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株式の状況、新株予約権等の状況

２ 会社の現況

①　発行可能株式総数 192,000,000株
②　発行済株式の総数 60,600,000株
③　株主数 12,032名

株主名 持株数 持株比率
櫻 井 英 治 12,000,000株 19.80％
中 島 信 弘 9,240,000株 15.24％
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 5,578,000株 9.20％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4,896,900株 8.08％
株式会社ＳＡＫＵＲＡコーポレーション 3,760,000株 6.20％
株 式 会 社 Ｎ － S t y l e 3,160,000株 5.21％
株 式 会 社 Ｅ Ｓ 1,960,000株 3.23％
NORTHERN TRUST CO.（AVFC） RE 
FIDELITY FUNDS 1,672,900株 2.76％
NORTHERN TRUST CO．(AVFC） RE 
THE HIGHCLERE INTERNATIONAL 
INVESTORS SMALLER COMPANIES 
FUND

857,500株 1.41％

R E  F U N D  1 0 7 - C L I E N T  A C 774,400株 1.27%

⑴　株式の状況（2023年12月31日現在）

④　大株主（上位10名）

（注）持株比率は自己株式（995株）を控除して計算しております。なお、自己株式（995株）には、株式給付信託
（BBT及びJ-ESOP）が保有する当社株式（137,800株）は含めておりません。

⑵　新株予約権等の状況
①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の

状況
該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

⑶　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
該当事項はありません。
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会社役員の状況

会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長 櫻 井 英 治
会長執行役員CEO
株式会社琉球エラン代表取締役社長

代 表 取 締 役 社 長 峯 崎 友 宏 社長執行役員COO

取 締 役 秋 山 大 樹 執行役員CFO 管理本部長

取 締 役 櫻 井 貴 夫
執行役員CMO 営業本部長
株式会社エラン・ロジスティクス取締役

取 締 役 石 塚 　 明
執行役員CSO 経営戦略本部長
株式会社エランクルール代表取締役社長
クラシコ株式会社社外取締役

取 締 役 江 守 直 美
公益社団法人日本看護協会地区理事
公益社団法人福井県看護協会会長

取 締 役
（ 常 勤 監 査 等 委 員 ） 江 山 　 弘

株式会社エランサービス監査役
株式会社琉球エラン監査役
株式会社エランクルール監査役
株式会社エラン・ロジスティクス監査役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

髙 木 伸 行
株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス社
外取締役（監査等委員）
中野冷機株式会社社外取締役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 愛 川 直 秀 愛川法律事務所所長

⑷　会社役員の状況
①　取締役の状況（2023年12月31日現在）

（注）1. 取締役　江守直美氏、取締役（監査等委員）髙木伸行氏及び取締役（監査等委員）愛川直秀氏は社外取締役
であります。

2. 監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、江山弘氏を常勤の監査等委員として選定しており
ます。

3. 取締役（常勤監査等委員）江山弘氏は、当社の上場以前から経理部門の基盤構築に尽力した経験や税理士法
人において税務・会計関連の専門的な業務に従事した経験等を有しており、財務及び会計に関する相当程度
の知見を有しております。
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会社役員の状況

氏名 担当及び重要な兼職の状況

原 　 秀 雄 執行役員　ＩＲ室長兼運営管理本部長

半 田 正 道 執行役員　グローバル事業推進本部長

鈴 木 隆 二 執行役員　業務本部長
株式会社エランサービス代表取締役社長

狩 野 雄 祐 執行役員　事業開発本部長
株式会社琉球エラン取締役

神 野 　 旬 執行役員　情報システム本部長

４. 当社は、取締役　江守直美氏、取締役（監査等委員）髙木伸行氏及び取締役（監査等委員）愛川直秀氏を東
京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

②　執行役員（取締役兼務者を除く）の状況（2023年12月31日現在）

③　責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役江守直美氏及び各監査等委員である取締役との間では、会社法第427条第１項の

規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としてお

ります。

④　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、

被保険者が役員としての業務につき行った行為に起因して、当該保険期間中に株主や投資家、従業
員またはその他第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が損害賠償金・争訟
費用を負担することによって被る損害を当該保険契約により塡補することとしております。当該保
険契約の被保険者は当社及び子会社の全ての取締役（監査等委員である取締役を含む。）及び監査
役並びに執行役員であり、その保険料を全額当社が負担しております。ただし、被保険者の職務の
執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の背任行為、犯罪行為、詐欺的な行為また
は法令に違反することを認識しながら行った行為等に基づく被保険者自身の損害は、塡補の対象と
しないこととしております。
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会社役員の状況

⑤　取締役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しており
ます。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方
法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの
答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しておりま
す。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

１. 役員報酬の種類・基本方針
当社の業務執行取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役以外の取締役をいいま
す。）の役員報酬は、役職に応じて設定される固定報酬（月額報酬）と業績に応じて変動す
る業績連動報酬（役員賞与）の形態で支給されます。また、業績連動報酬（役員賞与）は、
金銭報酬と株式報酬の形態で支給されます。一方、監督機能を担う社外取締役及び監査等委
員である取締役は、その役割と独立性の観点から、金銭報酬による固定報酬（月額報酬）の
みが支給されます。

２. 固定報酬（月額報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期また
は条件に関する方針を含む。）
取締役の固定報酬（月額報酬）の決定に際しては、その基準となる役職ごとにテーブルを定
めております。金額水準については、外部の第三者機関の調査データなどを参考とし、取締
役会の任意の諮問機関として設置している独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬
委員会における社外取締役の意見等を踏まえながら決定しております。
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会社役員の状況

３. 業績連動報酬（役員賞与）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期
または条件に関する方針を含む。）
業務執行取締役に対する業績連動報酬（役員賞与）の個人別支給総額は、連結営業利益の達
成割合並びに役割及び会社への貢献度を勘案して決定しております。連結営業利益を指標と
して採用した理由は、成長ステージにある当社の企業価値向上の貢献をより的確に反映する
指標であるとともに、客観的にも明確な指標であり、業績連動報酬の客観性・透明性を高め
ることが可能と判断しているためであります。業績連動報酬（役員賞与）は、金銭報酬と株
式報酬で構成されます。このうち、株式報酬については、各事業年度において、役位、貢献
度、業績達成度等を勘案して定まる数のポイントが役員ごとに付与され、当該付与されたポ
イントに応じた金額が株式報酬額となります。一方、金銭報酬については、業績連動報酬
（役員賞与）の個人別支給総額から、当該株式報酬額を控除した残額として支給されます。
なお、株式報酬に係る付与ポイントは、中期経営計画の達成度に応じて変動し確定します。
対象となる役員は、確定したポイントに応じて、原則として退任後に株式の給付を受けま
す。

４. 業績連動報酬（役員賞与）の個人別の報酬等の額に関する割合の決定に関する方針
固定報酬（月額報酬）と業績連動報酬（役員賞与）の支給割合については、適切な割合とな
るよう、指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて、取締役会から一任を受けた代表取締役会
長がその内容を決定いたします。

５. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
業務執行取締役の役員報酬は、指名・報酬委員会の答申を経て、役割や会社への貢献度等を
勘案して取締役会から一任を受けた代表取締役会長が決定いたします。なお、代表取締役会
長は、業務執行取締役の個人別報酬額の決定について、指名・報酬委員会の決定した原案を
尊重いたします。

６. 指名・報酬委員会の活動内容
当社の指名・報酬委員会は、取締役及び執行役員の指名並びに取締役及び執行役員の報酬等
に係る事項について審議し、その結果を取締役会に報告する役割をもち、取締役会の下の諮
問機関として、その過半数を独立社外取締役が委員となって審議を実施しております。
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区分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額 対象となる

役員の員数基本報酬
（固定報酬）

業績連動報酬
（金銭報酬）

業績連動報酬
（株式報酬）

取締役（監査等委員を除く）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

191,600千円
(6,000千円)

141,600千円
(6,000千円)

39,302千円
(－千円)

10,697千円
(－千円)

６名
(１名)

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

26,100千円
(12,000千円)

26,100千円
(12,000千円)

－千円
(－千円)

－千円
(－千円)

３名
(２名)

合 計
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

217,700千円
(18,000千円)

167,700千円
(18,000千円)

39,302千円
(－千円)

10,697千円
(－千円)

９名
(３名)

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2020年3月25日開催の第26回定時株主総会において、年額
460百万円以内（うち社外取締役分20百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいて
おります。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）は、5名（うち社外取締役1
名）です。

２. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2020年3月25日開催の第26回定時株主総会において、年額40百万
円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）は、4名（うち社外取締
役3名）です。

３. 業績連動報酬（役員賞与）に係る業績指標は連結営業利益であり、その実績は3,665,409千円であります。
また、当該指標を選択した理由は、イ．「役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。

４．業績連動報酬（役員賞与）は、金銭報酬と株式報酬の形態で支給されます。業績連動報酬（役員賞与）の金
銭報酬部分は、固定報酬（月額報酬）と合わせて、上記の注1の株主総会決議の範囲内で適切に決定されて
おります。また、業績連動報酬（役員賞与）の株式報酬部分については、2021年3月23日開催の第27回定
時株主総会において決議いただいた、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）及び執行
役員を対象とした業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」に係る、
取締役に付与される１事業年度当たりの上限ポイント数120,000ポイントの範囲内で適切に決定されており
ます。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）は、4名です。
上表の株式報酬については、当該制度に基づき費用計上した額を記載しております。

５. 取締役の役員報酬は、取締役会から一任を受けた代表取締役会長櫻井英治が、指名・報酬委員会の審議を経
て、各取締役の役割や会社への貢献度等を勘案して決定しております。取締役会が代表取締役会長に委任し
た理由は、各取締役の担当職務について評価を行うためには、当社全体の状況及び各取締役の業務執行状況
を掌握している必要があり、代表取締役会長が適任であると判断したためであります。
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地位及び氏名 主な活動状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取　締　役
江 守 直 美

当事業年度に開催された取締役会18回のうち17回に出席いたしました。
長年にわたる医療現場での経験を基に、看護や医療の観点から当社事業に
寄与する助言指導を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確
保するための適切な役割を果たしております。

取締役（監査等委員）
髙 木 伸 行

当事業年度に開催された取締役会18回のすべてに、また監査等委員会12
回のすべてに出席いたしました。
社外での豊富で幅広い経験や株式を含めた金融に関する専門知識を活かし
て意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの適切な役割を果たしております。また、監査等委員会において、監査
の方法その他監査等委員である取締役の職務の執行に関する事項について
適宜、必要な発言を行っております。

取締役（監査等委員）
愛 川 直 秀

当事業年度に開催された取締役会18回のすべてに、また監査等委員会12
回のすべてに出席いたしました。
弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、
監査等委員会において、監査の方法その他監査等委員である取締役の職務
の執行に関する事項について適宜、必要な発言を行っております。

⑥　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役　江守直美氏は、公益社団法人日本看護協会地区理事及び公益社団法人福井県看護協会
会長であります。当社と各兼職先の間には特別な関係はありません。

・取締役（監査等委員）髙木伸行氏は、株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングスの社外取締役（監
査等委員）及び中野冷機株式会社社外取締役であります。当社と各兼職先の間には特別の関係
はありません。

・取締役（監査等委員）愛川直秀氏は、愛川法律事務所所長であります。当社と兼職先の間には
特別の関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
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会計監査人の状況、剰余金の配当等の決定に関する方針

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 23,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利
益の合計額

24,500千円

⑸　会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

②　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会
計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出
根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について
同意の判断をいたしました。

③　非監査業務の内容
　当社は、有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監
査業務）として、サステナビリティ情報開示に関するアドバイザリー業務について対価を支払ってお
ります。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査
等委員会は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員
会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した
旨と解任の理由を報告いたします。

３ 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主に対する適正な利益還元を経営の重要課題として認識しており、内部留保の状況、各事業年
度における利益水準、次期以降の業績及び資金需要に関する見通し等を総合的に勘案した上で、株主への利
益配当を実施していく方針であります。
　また、内部留保資金の使途につきましては、営業拠点網の拡充のための設備投資資金、請求関連業務・購
買関連業務・物流業務のシステム化に関する投資資金、新規事業開発資金等に充当し、事業基盤の安定と企
業価値の向上に努めてまいります。
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連結貸借対照表

連結計算書類

連結貸借対照表（2023年12月31日現在） （単位：千円）

科目 金額 科目 金額
（資産の部）
流動資産
現金及び預金
売掛金及び契約資産
商品
貯蔵品
未収入金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
土地
その他
無形固定資産
ソフトウエア
その他
投資その他の資産
投資有価証券
繰延税金資産
その他
貸倒引当金　

15,506,819
5,488,563
4,947,868
1,379,085
520,341
3,673,883
91,002

△593,924
3,486,418
539,974
200,278
21,901
269,200
48,594

108,878
101,053
7,825

2,837,565
2,171,326
520,077
186,693
△40,533　

（負債の部）
流動負債 8,088,663
買掛金 6,427,437
未払金 629,153
未払費用 70,835
未払法人税等 724,163
未払消費税等 134,424
その他 102,648

固定負債 90,211
株式給付引当金 27,587
役員株式給付引当金 62,623

負債合計 8,178,874
（純資産の部）
株主資本 10,886,884
資本金 573,496
資本剰余金 543,496
利益剰余金 9,964,017
自己株式 △194,125

その他の包括利益累計額 △72,521
その他有価証券評価差額金 △72,521

純資産合計 10,814,362

資産合計 18,993,237 負債純資産合計 18,993,237
（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

連結損益計算書（2023年１月１日から2023年12月31日まで） （単位：千円）

科目 金額
売上高 41,425,501
売上原価 31,674,226

売上総利益 9,751,274
販売費及び一般管理費 6,085,865

営業利益 3,665,409
営業外収益
固定資産売却益 199
助成金収入 6,205
受取遅延損害金 11,388
経営指導料 4,200
その他 10,641 32,635

営業外費用
固定資産除却損 3,581
投資事業組合運用損 4,524
投資有価証券評価損 8,362 16,469
経常利益 3,681,575
税金等調整前当期純利益 3,681,575
法人税、住民税及び事業税 1,219,211
法人税等調整額 △56,373 1,162,837
当期純利益 2,518,738
非支配株主に帰属する当期純利益 －
親会社株主に帰属する当期純利益 2,518,738

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

計算書類

貸借対照表（2023年12月31日現在） （単位：千円）

科目 金額 科目 金額
（資産の部）
流動資産
現金及び預金
売掛金
商品
貯蔵品
前払費用
未収入金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
構築物
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産
無形固定資産
ソフトウエア
その他
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
敷金
繰延税金資産
その他
貸倒引当金　

14,824,602
4,731,318
4,947,793
1,379,085
520,250
67,415

3,706,710
57,283

△585,253
3,653,234
529,491
190,885
1,546
20,455
47,008
269,200

394
108,878
101,053
7,825

3,014,865
1,416,352
924,974
113,246
488,066
112,758
△40,533　

（負債の部）
流動負債 8,076,965
買掛金 6,420,617
リース債務 434
未払金 737,204
未払費用 66,320
未払法人税等 658,189
未払消費税等 97,488
従業員預り金 44,154
その他 52,555

固定負債 89,999
株式給付引当金 27,375
役員株式給付引当金 62,623

負債合計 8,166,964
（純資産の部）
株主資本 10,383,394
資本金 573,496
資本剰余金 543,496
資本準備金 543,496
利益剰余金 9,460,527
利益準備金 7,500
その他利益剰余金 9,453,027
別途積立金 12,500
繰越利益剰余金 9,440,527

自己株式 △194,125
評価・換算差額等 △72,521
その他有価証券評価差額金 △72,521

純資産合計 10,310,873
資産合計 18,477,837 負債純資産合計 18,477,837
（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

損益計算書（2023年１月１日から2023年12月31日まで） （単位：千円）

科目 金額
売上高 41,341,828
売上原価 31,648,504

売上総利益 9,693,323
販売費及び一般管理費 7,295,265

営業利益 2,398,058
営業外収益
受取利息 437
受取配当金 62,101
受取家賃 545
固定資産売却益 199
助成金収入 5,665
業務受託収入 140,370
経営指導料 43,050
受取出向料 710,159
その他 65,356 1,027,885

営業外費用
固定資産除却損 3,581
投資事業組合運用損 4,524
投資有価証券評価損 8,362 16,469
経常利益 3,409,475
税引前当期純利益 3,409,475
法人税、住民税及び事業税 1,098,350
法人税等調整額 △50,874 1,047,476
当期純利益 2,361,998

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 陸 田 雅 彦
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 堀 一 英

独立監査人の監査報告書
2024年２月20日

株式会社エラン
取 締 役 会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
　　　長　野　事　務　所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社エランの2023年1月1日から2023年12月31日までの連結会計年度の連結計算書
類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社エラン及び連結子会社
からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連
結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員
会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明
するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監
査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これ
には、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐
疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手
続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に
応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性
を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要
な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切で
ない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する
注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す
る。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計
算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な
発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与え
ると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 陸 田 雅 彦
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 堀 一 英

独立監査人の監査報告書
2024年２月20日

株式会社エラン
取 締 役 会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
　　　長　野　事　務　所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社エランの2023年1月1日から2023年12月31日までの第30期事業
年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」
という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期
間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任
は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監
査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見
を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は
当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内
容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められ
ている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理
的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐
疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査
手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に
応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当
性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要
な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項
が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する
注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す
る。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な
発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与え
ると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2023年１月１日から2023年12月31日までの第30期事業年度における取締役の
職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議
の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用
人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、内部監査室と連携の上、重要な会議に

出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明
を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び支店等において業務及び財産の状況を調査いたし
ました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に
応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表及びその附属明細書並びに連結計算書類
（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

監査等委員会の監査報告
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監査等委員会の監査報告

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと

認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認めら

れません。
③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統

制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は
認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年２月21日
株式会社エラン　監査等委員会

常 勤 監 査 等 委 員 江 山 　 弘

監 査 等 委 員 髙 木 伸 行

監 査 等 委 員 愛 川 直 秀
　

（注）１．監査等委員 髙木伸行及び愛川直秀は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定す
る社外取締役であります。

２．監査等委員は、電子署名をしております。

以　上
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地図

会場
　

長野県松本市深志1－3－21
アルピコプラザホテル　３階「ミヤビエ」
Tel.0263-36-5055

交通
　

ＪＲ松本駅東口より　徒歩３分
長野自動車道松本Ｉ.Ｃ.より　車約15分

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株主総会会場ご案内図
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◆駐車場のご案内
お車でお越しの際には、以下のホテル提携駐車場を、ご利用いただけます。
□タイムズアルピコプラザ駐車場：
　全長５ｍ・車高2.1ｍ・車幅1.9ｍ・重量2.5ｔ以内
□シルクパーキング：全長５ｍ・車高2.1ｍ・車幅1.7ｍ以内

※ホテル提携駐車場をご利用の折には、お帰りの際に「駐車券」と株主総会
受付にてお渡しする「ご利用券」を、ホテルフロントへご提示ください。


